
阿久比町監査公表第１０号  

 

平成２２年１０月５日付け提出のあった地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４２号第１項の規定に基づく住民監査請求に係る監査の結果

を、同条第４項の規定に基づき、次のとおり公表します。  

 

平成２２年１１月１２日  

 

阿久比町監査委員  関   又 男  

阿久比町監査委員  鈴 村  一 夫  

 

阿  監  発  第   ３   号 

平成２２年１１月１２日 

請求人  

A 様  

阿久比町監査委員   関   又 男  

同      鈴 村 一 夫  

 

阿久比町職員措置請求について（通知）  

 

平成２２年１０月５日に提出された標記の住民監査請求について、地方

自治法第２４２条第４項の規定により監査した結果を下記のとおり通知し

ます。  

記  

第１ 請求の受理  

本請求は、所要の法定要件を具備しているものと認め、平成２２年１０

月５日、これを受理した｡  

 

第２ 請求人の証拠の提出及び陳述  

地方自治法第２４２条第６項の規定に基づき､平成２２年１０月２５日

に請求人に対して証拠の提出及び陳述の機会を設けた。なお、新たな証拠

として「国土変遷アーカイブ空中写真（ 1974/06/26撮影・1977/09/18撮影）」

の写しの提出があった。  



第３ 請求の趣旨  

請求書に記載されている事項及び陳述の内容から、請求の趣旨を次のよ

うに解した。  

阿久比町が施行する上水道第３期拡張事業のため平成２１年８月１１日

付けで補償物件所有者（以下「所有者」という）と物件移転補償契約を締

結した。町は、この補償費を算定するため土地評価及び立竹木調査業務を

業者に委託し、収穫樹調査報告書の提出を受けた。この報告書によると対

象物件は、附帯工作物の防鳥ネット、立竹木の防風林・果樹（ミカン）で

果樹は園地栽培として確認書により樹齢１９年で算定され、移転料、その

他通常所有者が受ける損失に対する一切の補償金額は 4,245,222 円であっ

た。 

このことに対し、請求人が調査したところ、次のような過誤が判明した。  

１.近隣ミカン農家が３５～４０年くらい前に植樹したものと証言した。  

２.樹木医に依頼し、切り株による年輪調査を行った結果、ミカン樹齢３４

年と確認された。  

３.国土地理院撮影の空中写真より、 1974/06/26 撮影の空中写真に植栽は

確認できないが、1977/09/18 撮影の空中写真、1990/07/05 撮影の空中写

真には植栽が確認できる。  

４ .樹木医の現地調査により防風林の補償の中に枯れ木であった可能性の

あるものが確認された。  

５. 請求人の依頼した業者の現地調査により防風林の幹周り測定と樹種名

に誤りがあることが確認された。  

調査結果を基に請求人において、町とは別の業者に調査を依頼し得た物

件移転補償実態調査報告書よると補償金額は 3,403,388 円であった。  

このことから、町が所有者に支払った補償金額 4,245,222 円との差額で

ある 841,834 円は阿久比町の損害である。  

よって、町長は竹内啓二に対し、金 841,834 円を町に対し賠償させるた

めの措置をとること。併せて、所有者に対し、前記金額を竹内啓二と連帯

して町に対し賠償させるための措置を講ずるよう求める。  

 

第４ 監査の方法  

請求書の事項について建設部長、上下水道課長、同工務係長から事情を

聴取するとともに、関係書類の監査を行った。  

 



第５  監査の結果  

１ 主文  

本件請求については、合議により次のとおり決定した。  

地方自治法第２４２条第４項の規定に基づき、次のとおり勧告する。  

上水道第３期拡張事業において平成２１年度に実施した補償費を算定す

るための土地評価及び立竹木調査委託業務において、調査事務を怠る事実

が認められた。したがって、町は、この補償費の算定を見直し、必要な措

置を平成２３年１月３１日までに講じられたい。  

２ 事実関係  

請求人から提出された証拠及び関係職員事情聴取などから、次のとおり

の事実が認められた｡  

①  阿久比町が施行する上水道第３期拡張事業の事業用地取得等を推進す

るため、平成２１年６月９日付けで土地評価及び立竹木調査業務を業者に

委託した。受託業者は、この委託業務のうちの立竹木調査業務において、

事業施行に伴い支障となる果樹等の移転補償に関し、調査積算を行い収穫

樹調査報告書を作成した。調査物件は、附帯工作物の防鳥ネット、立竹木

の防風林及び果樹（ミカン）である。  

物件の調査は、次のとおり現地調査等により実施した。  

ア  防鳥ネットは、「規格（形状・寸法）」、「数量」を測定した。  

イ  防風林は、１本毎に「種類及び品種」、「幹周り」、「枝幅」、「樹高」を

測定した。  

ウ  果樹（ミカン）は、１本毎に「種類及び品種」、「根回り」、「枝幅」、

「樹高」を測定した。  

エ  果樹（ミカン）については同時に所有者に対し「確認書」により「種

別」、「植付年」、「樹齢」、「経営内容」の事項を調査した。  

前記の調査結果に基づき「損失補償算定標準書 H２１年４月」、「建設工

事標準歩掛４１版」を用い、防鳥ネット及び防風林につては、現地調査で

測定した数値により積算を行った。  

果樹（ミカン）については、１箇所に１ａ以上規則的かつ連続的に栽培

されている状態であるので「園地栽培」と判断した。現地調査で測定した

「根回り」は１６～６８ｃｍ、平均５２ｃｍと数値に幅がありこれをもっ

て補償額を特定することは難しく、「損失補償算定標準書 H２１年４月」

においても「収穫樹の太さ等によるよりも、樹齢別算定をなすべきであり」

と記載されていることから算定基準として「樹齢」を用いることとした。  



本件果樹（ミカン）の樹齢の判定について、補償前に補償樹木を伐採し

て年輪を確認することは不可能あり、前述の「根回り」の平均値を「損失

補償算定標準書 H１７年」を用いると「樹齢４５年～５６年」と推測され

るが、「損失補償算定標準書 H２１年４月」では測定は「根回り」ではな

く「幹周」に変わっており、「果樹の樹齢判定は、その地理的条件、植栽本

数及び管理状態によって成長が著しく異なり、一見して判定することは難

しい」とされていることなどから、所有者に対して行った「確認書」によ

る「温州ミカンの樹齢１９年」を優先し積算を行った。  

町は、この調査積算により作成された収穫樹調査報告書に基づき、所有

者と平成２１年８月１１日付けで物件移転補償契約を締結した。  

所有者は、この契約の締結に基づき防鳥ネット、防風林及び果樹（ミカ

ン）の移転等を行った。この移転等において移植可能な立竹木については

移植され、移植に適さない立竹木については伐採された。  

 

②  請求人は、樹木医にこの補償により伐採された果樹（ミカン）の切り株

の１個を送り、その樹齢（年輪）を確認するよう依頼した。樹木医は、そ

の切り株の年輪は３４本あり３４年生と断定した。  

請求人は、同樹木医に現地における果樹（ミカン）及び防風林（スギ）

の樹齢調査を依頼した。樹木医の報告は次のとおりであった。果樹（ミカ

ン）の抜粋した切り株の年輪は３０年まで確認ができ、外皮までの材の様

子から３４年生の樹齢と推測した。防風林（スギ）の樹齢については３４

年生と確認できた。また、防風林（スギ）の切り株の１個に腐朽が確認さ

れた。  

請求人は、前記の調査結果を得て町とは別の業者に移転補償に関し調査

積算を依頼して物件移転補償実態調査報告書の報告を得た。また、国土交

通省国土地理院撮影の空中写真（国土変遷アーカイブ）により本件の植栽

状況の確認を行った。その結果 1974/06/26 撮影の空中写真おいては樹木の

植栽は確認できなかった。1977/09/18 撮影の空中写真においては樹木の植

栽が確認できた。1990/07/05 撮影の空中写真においても樹木の植栽が確認

できた。  

 

３ 監査委員の判断  

本物件移転補償契約に係る補償金額について、関係者からの事情聴取等

をもとにして判断した結果は、次のとおりである。  



町が委託した土地評価及び立竹木調査業務のうちの立竹木調査業務にお

いて、調査積算を行った附帯工作物の防鳥ネット、立竹木の防風林の補償

額算定については、現地調査によって確認し測定された数値等を基に実施

されており、適正かつ正確なものと判断する。請求人が防風林における過

誤とする枯れ木に対する補償、幹周りの測定、補償樹種相違については、

補償物件の移植及び伐採後に行われた調査によるものであり、その主張に

理由がないと考える。  

果樹（ミカン）の補償額算定については、「損失補償算定標準書 H２１

年４月」の記載などから樹齢により算定することとし、「確認書」による「温

州ミカンの樹齢１９年」を基に実施されており、その算定方法に違法性は

ないと考える。ただし、果樹（ミカン）の樹齢を決定する際に、受託業者

においては、立竹木調査業務にて実施した現地調査による果樹（ミカン）

の「根回り」の測定数値からその樹齢が「損失補償算定標準書 H１７年」

の基準を用いると「樹齢４５年～５６年」と推測することが可能であった

こと。このことと所有者から得た「確認書」による「樹齢１９年」に著し

い差があることも確認し得たと考えられることから、受託業者は、この時

点においてその専門的知識を持って、このことを町に申し出て所有者に対

し確認調整することが可能であったと考えられる。以上のことから本物件

移転補償契約に係る補償金額のうち果樹（ミカン）の樹齢を決定する事務

において、調査事務に怠る事実があったと考えられる。  

このことから、補償額算定に用いた樹齢については「果樹（ミカン）の

樹齢１９年から３４年と見直した根拠」に関する証拠書類等から請求人の

主張に理由があると判断する。  

したがって、町は、本件補償費算定に当たり果樹（ミカン）の樹齢を決

定する際に前述したとおりの怠った調査事務があったことを認識し、この

ことによって行われた本物件移転補償契約に係る補償金額の果樹（ミカン）

の補償費の算定を見直し、必要な措置を講じられたい。  

当該措置に関する期限は、平成２３年１月３１日とする。  

 

監査委員の意見  

監査結果は以上のとおりであるが、町当局に次のとおり意見を付するも

のとする。  

今回のような特殊な委託業務で、その事務において専門的知識を要する

場合であっても職員は絶えず問題意識を持って事務にあたり、適切な事務

の遂行に努める必要がある。  


